
旅行条件（要旨） 

お申し込みの際には、必ず旅行条件書(全文)をご確認の上、 

お申し込み下さい。 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は村旅 八方尾根開発株式会社(以下「当社」

といいます）が企画・募集し実施する旅行であり、こ

の旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行

契約を締結することになります。旅行契約の内容・条

件は、募集広告、パンフレット、旅行条件書、旅行出

発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当

社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申込みと旅行契約の成立 

(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下

記のお申込金または旅行代金の全額を添えてお申し

込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違

約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。 

(2)電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による

旅行契約の予約の申し込みの場合、当社が予約の承諾

の旨を通知した日の翌日から起算して 5日以内に申込

書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この

期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社は

お申し込みがなかったものとして取り扱います。 

(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を

受領したときに成立するものとします。 

(4)お申し込み金 

旅行代金  2万円未満 5万円未満 

お申し込み金 5,000円以上 10,000円以上 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼ

って 14 日前に当たる日よりも前(お申し込みが間際の

場合は当社が指定する期日まで)にお支払いいただき

ます。 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（別途明示

する場合を除き普通席となります。）、宿泊費、食事料

金、観光料金（入場・拝観・ガイド等）及び消費税等

諸税。パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」と

して明示したその他の費用。これらの費用は、お客様

のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいた

しません。(コースに含まれない交通費等の諸費用及び

個人的費用は含みません) 

 

●取消料 

お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払

いいただくことにより、旅行契約を解除することがで

きます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、

お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお

申し出いただいた時を基準とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●当社による旅行契約の解除 

(1)お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行

人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始

日の前日から起算してさかのぼって 13 日目（日帰り

旅行にあっては 3 日目）にあたる日より前に旅行を中

止する旨をお客様に通知します。(お預かりしている旅

行代金の全額をお返しします) 

(2)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足の

ように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就し

ないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 

●当社の責任及び面積事項 

(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配

代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた

ときは、その損害を賠償する責に任じます。お客様が

次に掲げるような事由により損害をこうむられても、

当社は本項（1）の責任を負いかねます。①天災地変、

戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更

もしくは旅行の中止②運送、宿泊機関等の事故もしく

は火災により発生する損害③運送、宿泊機関等のサー

ビス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程

の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令等によっ

て生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の

事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、スケジ

ュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ず

る旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 

 

旅行契約の取り消し日 取消料 

旅行開始日の 

前日から起算して 

さかのぼって 

20日～8日前まで※ 旅行代金の 20％ 

7～2 日前まで 旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日当日 旅行代金の 50％ 

無連絡不参加または旅行開始後 旅行代金の 100％ 

※日帰り旅行は 10～8 日まで 



●旅行者の責任 

お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、

もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことに

より当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損

害の賠償を申し受けます。お客様は、募集型企画旅行

契約を締結するに際しては、当社から提供された情報

を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行

契約の内容について理解するよう努めなければなり

ません。 

●特別補償 

特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型

企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被

った一定の損害について予め定める額の補償金及び

見舞金を支払います。より安心してご旅行をして頂く

ため、 お客様ご自身で保険をかけられることをおす

すめします。 

●個人情報の取扱い 

旅行申込の際にお客様からご提供いただいた個人情

報について、個人情報保護に関する法令及び指針、並

びに当社の社内規定に従い、適切な管理・利用と保護

に万全を尽くします。 

当社は個人情報を以下の目的で利用いたします。 

・旅行に関する諸手続きのため 

・運送・宿泊機関等の手配のため 

・お客様との間の連絡のため(緊急時の連絡含む) 

・保険加入手続きのため 

・アンケートの依頼やご意見・ご感想の伺いのため 

・商品・サービスのご案内のため 

各個人情報の項目の提供はお客様の任意判断により

ますが、ご提供いただけない場合、お客様の求められ

るサービス・対応が受けられない場合がありますので、

予めご了承ください。 

●国内旅行保険への加入について 

ご旅行中に怪我をした場合、多額の治療費、移送費等

がかかることがあります。また、事故の場合、加害者

への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である

場合があります。これらを担保するため、お客様ご自

身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお

勧めします。 

 

 




